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田中　 漁業儀礼考

　　　　　漁 　 　業　 　儀 　 　礼　 　考

一スリランカ・タミル漁村における地曳網漁をめぐって一

田 中 雅 一・*

          On Fishing Rituals: 

A Case of Tamil Beachseine Fishing in Sri Lanka

Masakazu  TANAKA

   This article aims to understand rituals for beachseine fishing among 

the Tamil Hindu fishermen of Sri Lanka. In 1925 Malinowski presented 

a famous thesis on the causal relationships between magic and anxiety. 

He observed that in the case of lagoon fishing rituals and magical beliefs 

little developed, while off-shore fishing was surrounded by various kinds 

of magical practices. He attributed the difference to the fact that the 

former used poison for catching fish, therefore its catch was certain, and 

there was no physical danger. On the other hand, off-shore fishing was 

full of danger and uncertainty. You may catch no fish, after a long and 

hard trip. In addition, the weather in the open sea is sometimes rough. 

In a word anxiety creates magic: it is performed to alleviate anxiety. 

   Since then, analyses of the fishing rituals and taboos at sea have 

been conducted in order to prove Malinowski's thesis. Some argue, like 

A. R.  Radcliffe=l3rown, the rituals may strengthen the social ties among 

the crew aboard. Furthermore, the symbolic dimension of the sea has 

been pointed out, and some taboos have been interpreted from this point 

of view. 

   This article tries to analyse fishing rituals in terms of the politico-

economic conflicts between beachseine owners and their labourers. A 

good-natured, pious labourer is often employed as "a priest" in the 

rituals. He is considered as an ideal labourer. Ideal for the net-owners, 

who often suffer from heavy loss, caused by the severe shortage of
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labour force. The tight control over the labourers is therefore essential 

for the success in beachseine fishing. In these beachseine rituals the 

labourers are always subordinated to their patrons, that is, the net-

owners. 

   The labourers chant hymns while working on the beach. It is said 

that village goddesses are usually living in the sea. The sea is the realm 

of goddesses, and charged with sacred power. This partly explains why 

men need rituals and avoid pollution, when going for fishing. 

Therefore, the labourers directly face the sacred space, while working. 

Their relationships with the goddesses are direct, and are temporarily 
creating a kind of "communitas" of the devotees. Here, they are not 

ritually subjugated to anybody, unlike the case where they play a role of 

priest, for the net-owners' sake.

1.序 　論

　1.問 題の所在

2.D村 の概略

五,資 　料

1.漁 業活動

　 (1)地 曳網漁

　 (2)そ の他の漁法

　 (3)ま とあ

2.地 曳網漁儀礼

　 (1)タ ブー

　 (2)個 別儀礼

　 (3)集 合儀礼

　 (4)キ ャンプでの儀礼

　 (5)奉 納儀礼

　 (6)祓 除師による儀礼

皿.考 　察

　1.漁 業儀礼論の検討

　2.司 祭としての労働者

　3.女 神賛歌

】V.結 　論

1.序 　 論

1.問 題 の 所 在

　本論の目的は,スリランカ 西部のタ ミル漁村Dの 主要生業である地曳網漁に関す

る儀礼を記述 ・分析 し,そ の性格を明らかにすることである。

　漁業をめぐる儀礼(以 下漁業儀礼 とよぶ)に ついてはすでにいくつかの研究が存在

する。たとえば,マ リノウスキーは1925年 に発表された 「呪術,科 学,宗 教」 という

論文のなかで,ト ロプリアソド諸島の人hは 合理的な考えに裏打ちされた航海技術を

もつが,そ れによってかならずしも航海の危険が克服されるわけではないと指摘 し,
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そこに呪術的な行為が関与す る理由があると述べている。以下,か れの言葉を引用す

る。

かれ ら(ト ロブリアンド諸島の人々)が たとえ体系的な知識を所有 し,こ れを厳密に適用

しようとも,な お予想不可能な強い潮流や突風 未知の岩礁などの危険にさらされている。

こうした危険を克服するために呪術が必要なのである。それは,建 造中のカヌーにたいし

おこなわれた り,ま た航海の初めや航海中におこなわれる。さらには危険に遭遇 している

さなかにもなされる 【IVIALINOWSKI　1954:30】。

　続けて,マ リノウスキーは呪術が不安 を和 らげ るとい う仮説を支持す る決定的な事

例を紹介する。かれに よる と,ト ロブ リア ン ド諸島には2種 類 の漁法がある。ひ とつ

は ラグーソでおこなわれる漁法 であ り,も うひ とつは外海 での漁法である。前者 では

魚毒が使用 され る。方法は単純 で,大 漁がつね に約束 されている。 この漁法 には危険

も不確実性 も存在 しない。 これ にた いして,後 者では危険が ともない,ま た漁獲 も一

定 しない。「ラグーンでの漁業 に呪術 は存在せず,人 々は知識 と技術に完全に依拠 し

ている。 これにたい し,外 海での漁業は危険 と不確実 さに満ちているため,呪 術 的な

儀礼が広範囲にお こなわれて,安 全 とよい結果 を確実に しよ うとす る。 これが(呪 術

の理解 にあた って)も っとも重要 な事実であ る」 【MALINowsKI　 1954:31】 。

　 ここでマ リノウスキーが漁業 に ともな う不安 として挙げているものは,厳 密には2

つ に分かれ る。ひ とつは身体的な不安,生 死に関わ る危険であ り,も うひ とつは漁獲

高についての経済的な不安であ る1)0

　 す でに発表 されている漁業儀礼Y'関 す る諸論文 は,マ リノウスキーに よる以上 の儀

礼不安解 消説 を検討 し,そ の要因を よ り子細に論 じてい る。そ こには2つ の大 きな流

れを認めるこ とが できる。 ひ とつは,ボ ギーとかれの同僚 たちに よる議論 【DOGGIE　8t

al.1972,1976,19881で,身 体 の危険か ら生 まれ る不安 を解消す るもの として儀礼が

おこなわれ るとい うもの であ る2)0そ して,マ リノ ウスキーの議論 を発展 させて,船

のサイズ,海 上 で過 ごす 日数,漁 民社会の出身 かど うか,学 歴 などと儀礼やタブー と

の相関関係を検討 してい る。 もうひ とつはマ レソ[IVIULLEN　 l969】 が 強調 し,ラ ミス

匹UMMls　 1983】 が展開 した立場で,そ こでは生産をめ ぐる不安が儀礼の要 因 とみな

され てい る。 とくに後者は同 じ身体的な危険に さらされている乗組員で も,経 済 的な

利害 に深 く関わ っている人の方が,不 安 も大 きい と考 え,そ れ を立証 しよ うとした。

1)益 田は前者を危機的性格,後 者を投機的性格として,漁 業の基本的特徴 とみなしている　【益

　田1978:361-3b4]。

2)ほ かに儀礼不安解消説についてはPrice[1967]を も参照。
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　これたいして,パ ーマーは,儀 礼の不安解消説を資料が十分に支持していないと批

判 し,儀 礼は漁民 間の協 同関係を強化す るのにむ しろ役立 っている と主張す る

【PALMER　 1989]。換言すると,協 同が必要なときにこそ儀礼行為が増えるというので

ある。これは協同が生 じないと不安を引き起こすような諸問題が生 じるという点で不

安解消説の変形 とも言えるが,協同を強調 している点でマリノウスキーとい うよりも,

結束を強調するラドクリフ=ブ ラウンの儀礼説1ラ ドクリフ=ブ ラウン　 1975:227]

に近い。

　最後にファン・ヒンケルの立場を紹介しておく。かれは,従 来の漁業儀礼の研究が

タブーや儀礼の数 といった数量的な側面を強調 し,儀 礼そのものの内容(意 味)を 取

り上げていないと批判する 【VAN　CrlNKEL　 l9871。かれによると,漁 業をめぐる儀礼

的行為は陸と海という2つ の異なった空間を越境するときにおこなわれる通過儀礼の

一部である。そして,漁 民たちは海上では境界的な(リ ミナルな)存 在として多 くの

禁忌を遵守 しなければならないというのだ。かれはさらになぜ特定の動物や人物がタ

ブーの対象となるのか と問い,そ の象徴的な意味合いを文化的な脈絡を考慮しつつ明

らかにする必要性を説いている。

　以上のようにこれまでの漁業儀礼論を整理 してみると,心 理的な側面を強調する立

場から,結 束を強調する立場,ま た象徴的な視点と,儀 礼の主要理論がなんらかの形

で反映 していることがわかる。本論では以上の漁業儀礼論を念頭に,D村 の地曳網

漁をめぐる儀礼を分析 してい くわけであるが,そ の前に本論での視座を明らかにして

おきたい。

　 ここで指摘 しておきたいのは,儀 礼を主題とする従来の研究では漁民が均質的な存

在として取 り扱われる傾向があるということである。 トロプリアンド諸島の 「階層」

と,現 代の北米や大西洋沿岸漁民社会の 「階層」とを同列に扱 うわけにはいかないに

しても,階 層社会であることを中心においた分析が漁業儀礼の研究にも必要と思われ

る。唯一の例外はラミスで,漁 民の階層的な地位とそれに基づ く役割によって経済的

な不安も異なると指摘していた。本論でも類似の視点から,綱 元とその下で働 く労働

者との相違を念頭において議論を進める。その際,不 安だけでなく,網 元による労働

者にたいする階級的な支配や管理という視点を失 うべきではないと考える3)0

3)階 層分化の過程が主題となっている日本の漁村研究においても,本論で指摘したような批

　 判が儀礼研究においては妥当すると思われる。すなわち佐島が指摘するように,漁 村の民間
　 信仰の研究においては儀礼の社会学的性格が十分に考慮されてこなかった 【佐島　1989:
　 1041。また,た とえ社会学的な視点から漁村の宗教を分析する場合でも,益 田のようにその
　 単位を漁村(浦)と とらえ 【益田　1978:509,1979:525},漁 村内部の階層との関係で宗教,
　 とくに儀礼を理解しようとする視点が欠けている。
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　以下ではまず調査地の概略を記述 した後,地 曳網漁の組織と操業について考察 し,

労働問題が地曳網漁の存続に関わる重要な問題であるとい うことを指摘 し,そ のつぎ

に地曳網漁 と密接に結びついた諸儀礼を紹介す る。そ して,上 述した漁業儀礼論を検

討し,最 後にここで示唆 した筆者自身の観点から儀礼を考察する。

2.D村 の 概 略

　 タ ミル漁村Dは ス リランカの西岸部 に位置す る(図1)4)0そ の 規模はか な り大 き

く,1983年 現 在総 人 口4,321人(793戸)の うち,ヒ ン ドゥー教徒 が3,767人(694戸),

イ ス ラーム教徒372人(67戸),キ リス ト教徒182人(32戸)で ある(表1)。 調査 の対

象 とな った ヒン ドゥー教徒 のカース トは,漁 民 カース ト(Karaiyar)が い わゆ る 「支

配 カース ト」(dominant　 caste)と して圧倒的多数(667戸)を 占め,経 済的に も優位

にある ところに特徴がある(表2)。

　 村には漁民 カース ト以外 に,司 祭職を伝統 とす る菜食 のブ ラーマ ソ,非 菜食の司祭

カース トであるパン ダーラン(Pantaram),金 細 工師,散 髪屋,村 の清掃を担当す る

パ ライ ヤ ン(Paraiyan),尿 尿 処

理 を す る サ ッキ リヤ ン(Cak-

kiliyan)が 少 数 なが ら存在 す る。

またD村 の生活 に密接 に関 係 し

てい る洗 濯屋 がDに 北接 す るA

村 に住 む 。A村 は1960年 頃 にD

村 の人 々に よる入植がは じまって

表1　 D村 の宗教人口構成(1983)

宗　　　教 人　口(%) 世帯数(%)

ヒ ン ドウー教

イ ス ラ ー ム教

キ リ ス ト教

3767(87.2)

372(8.6)

ig2(a.2)

694(87.5)

67(8.4)

32(4.0)

合　　　計 4321 793

村 とな った もの で,村 人た ちの間ではAは

Dの 一部 とい う意識 が強い。

　 ヒエ ラルキーの順位は ブラーマ ンが最高位

を占め るが,次 位 に関 しては,漁 民カース ト,

金 細工師,パ ンダーラ ソの3老 で意見が分 か

れ る。かれ らの下 に,洗 濯屋,散 髪屋,パ ラ

イヤ ソ,サ ッキ リヤ ソの各 カース トが続 く。

サ ッキ リヤンを除いたすべてのカース トは,

年 中行事や通過儀礼においてなん らかの奉仕

表2　 D村 の カ ース ト構 成(1983)

カ ー ス 　ト 人 数 世帯数

漁　　　　民 3658 667

ブ ラ ー マ ソ 7 1

パ ン ダー ラ ソ 5 1

金 細 工 師 37 8

床　　　　屋 22 4

パ ラ イ ヤ ソ 9 2

サ ッキ リヤ ン 15 3

その他 ・不明 14 8

合　　　計 3767 694

4)D村 の概 略 に つ い てはTanaka【1991:21-36】 が詳 しい。 な おTanaka[1991】 ではD村 を

　 Cattiyurと よん でい る。
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図1　 ス リラ ン カ

義務をもち,パ トロンより報酬を得る。

　村の主要生業に関わるのは漁民カース トであるから,他 のカース トは経済的にはか

れ らに依存 している。D村 は原則的にはかれ らの村なのであ り,か れらだけが真の

村人である。D村 の漁民カース トたちはもともと17世紀に散髪屋や洗濯屋を連れて,

南インドよりス リランカに渡来 してきた人hの 子孫であり,原 則 としてスリランカ の

他の地域の漁民カース トと交わることなく,村 内婚を繰 り返 して今 日に至っている。

D村 とA村 とがかれらの村であるという意識は非常に強いのである。以上の点から

本論において,村 人 とい うのはことわ りのない限 り漁民カース トを指す。
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皿.資 　 料

1.漁 業　活　動

　 D村 での漁業活動は,そ の環境から大 きく2つ に分かれる。ひとつは海でお こな

われる沿岸漁業であ り,も うひとつはD村 の東側に広がるラグーソや運河,沼 沢地

での汽水面漁業である。これらはさらに,漁 法などによって細かく分かれる。漁業に

従事する村人は,地 曳網(karaivalai)を 所有する網元とその下で働く労働者(網 子)

たち,そ して,そ のどちらにも属さない筏漁師や船外モーターつきボー トを使用する

漁師(以 下ボー ト漁師 とよぶ),海 で

はな くラグー ンでエ ビなどをとる漁

師,魚 商人などに分かれる。網元たち

はコロンボに魚を出荷し,農 村での大

土地所有者のように村の有力者層を形

成する。漁民カース トに属する者に限

って言 うと,成 人男性(18才 以上65才

以下)945人 の うち794人(84.0%)が

漁業に従事 している。 このうち網元が

73人,労 働者,帳 簿係,ト ラック運転

手ら網元に依存 している人hが550人,

地曳網以外の漁業に携わる人hが147

人,そ して直接生産には依存 しない商

人らが24人 である(表3)。 以下では,

まずD村 における主要な漁業である

地曳網漁を中心に述べ,そ の後Y'そ の

他の漁法について述べる5)0

表3　 漁民カース ト・成人男性の職業分布

仕　　　　 事 人数

漁
　
　
　
業

網元

労働者

網元の所で働 く労働者以外の人々

ボー ト所有者

ボー ト手伝い

筏漁師

ラグーン漁師

商人

73

532

18

38

23

59

27

24

小　　　計 794

漁

業

以

外

ココヤシ園所有者

店主

店員

教員

公務員その他

11

16

2

12

15

小　　　計 56

学生 SO

失業者 ・定職無 し 45

計 94S

5)漁 業についての統計資料および漁民たちの行動の詳細は別稿で分析する予定である。 この

　ためここでは,最 低限必要と思われる記述にとどめておくことをことわっておきたい。農業

　に従事する村人はほとんど存在せず専業漁民である。なお,わ ずかながらココヤシ園を所有

　する大土地所有者が存在するが,村 でのかれらの影響は今日ではあまり大きくはない。この

　点については 田中[1993]を 参照。
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　 (1)地 曳網漁

　 1)モ ンスーソ

　ス リランカの漁業はモンスーンによって大きく左右される。西海岸に位置するD

村では4月 から10月にかけて吹く南西モソスーンのため海が荒れ,多 くの漁師が東海

岸にあるムッライッティーヴーの周辺に季節的な出稼ぎ6'移動 し,そ こで漁を続ける

(図1参 照)。 モンスーンの変化に応 じて1年 が2つ の漁期に分かれるのである。た

だし,東 海岸のキャンプ(vati)で は実際には2月 から地曳網操業が可能なため,以

下で述べるようなきわめて複雑な移動とそれにともなう網元と労働者 との契約が生 じ

ることになる。なおD村 の北35キ ロほどのところに位置するマソナックラムにもキ

ャソプがある。これは西岸部に位置す るために,D村 と同 じく南西モンスーソの影

響を受けるが,時 期は少 しずれてお り,操 業開始時期はD村 よりも早い9月 で,2

月には操業をやめる。なお,地 曳網漁の操業は,モ ソスーンという自然条件によって

のみ左右 されるのではない。とい うのも,後 に見るように労働力不足の問題から3,

4ケ 月で操業を打ち切る地曳網もあるからだ。これにたいし半年以上,条 件が許せぽ

5月 半ぽまで操業を続ける地曳網もある。

　地曳網漁にくらべると,筏 漁やボー ト漁はモンスーンの影響をあまり受けない。 こ

のため1年 中D村 周辺で漁をすることが可能である。 しか し,実 際には多 くの筏漁

師やボート漁師たちが大漁の期待できる東北海岸へと移動し,約 半年,と きにはそれ

以上の長い期間をキャンプ で過ごす。移動 しないのは,モ ンスーンの影響をほとんど

受けないラグーンで漁をする漁師たちである。

　 2)船 と網

　地曳網漁は網 を運ぶ船 の種類 で大 き く3つ に分かれ る。ひ とつは,長 さお よそ10メ ー

トル,幅3メ ー トルの平底のパ ーダイ(patai)と よばれ る船 で,こ れはD村 で しか

操業 され ない。 パーダイには舵取 り(mantati)と 副 舵取 り(吻 即〃2α脚 の,漕 ぎ手

(tantu)が6人,網 を海 に降 ろす作業 をす る人(特 別の名前はない)が4,5人 乗 る。

船に乗 る人 々を集合的 にサ ンマ ーソバ ーキ(cam〃aampakki)と よぶ。 地曳網 も大 き

く,操 業には最低30人 必要 だ。 ときには,60人 もの労働者が網 を曳 く。つ ぎに ヴァッ

ラム(vallam)と い うカ ヌー ・タイプの船があ る。 これ は,キ ャンプ(ム ッライ ッテ

ィーヴーお よびマ ンナ ックラム)で 使用 される。大 きさはパーダィよ り小 さい。使用

す る網 も小 さ く,必 要 な労働者は15～20人 で あ る。 これはキ ャンプのある海 岸がD

村 ほ ど地曳網の好条件に恵 まれ ていないため,大 きな網を使用す ることがで ぎない こ
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とが原因である。パーダイもヴァッラムも擢で漕ぐ。最後に大型の筏に6馬 力か8馬

力の船外エソジンをつけたカットゥマラム(kattumaram)が ある。 これはヴァッラ

ムよりさらに規模の小さい地曳網漁に使用する。必要な労働者はヴァッラムよりさら

に少な く10～15人 である。カットゥマラムはD村 およびキャンプ両方で使用される。

なお,本 論で考察の対象となるのは主としてパーダイを使用する網元が関わる地曳網

漁儀礼である。

　網は使用する船の種類や魚の種類などで5種 類に分かれる。大きさや網の目のサイ

ズなどは異なるが,こ れ らの基本的な構造は同じである(図2参 照)。地曳網は大き

く4つ の部分からなる。魚が最後に追い込まれる中心部は袋状(袋 網,マ ディ 〃tati)

図2　 地 曳網(Alexander[1982:137]の 図 を 修正)
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にな っていて,魚 が多い ときは取 り替え可能だ。厳密には最初か ら網につけてお く袋

網 をタ ーイマデ ィ(taymati),予 備 の ものを マ ッ トゥマデ ィ(〃zattumati)と い う。

つ ぎに袋網 と接続 す る網 の中心部サ ルヴ ァー(Galva)が あ る。 そ してそ こか ら両側

に袖網(talaivalai)が 延 びてい る。袖網は500メ ー トル近 くあ り,さ らに細 か く9つ

の部分に分かれ ている。 マディもサル ヴ ァーも綿糸 でできているが,袖 網 とそれに続

く綱は ココヤ シの繊維でで きている。胴体か ら離れれば離 れるほど網の 目は広 くな り,

幅 も6メ ー トル と大 き くなる。 このさきに太い曳綱(kamman)が つ く。曳綱 の長 さ

は一巻お よそ60メ ー トルで,複 数 をつけ足す。

　3)操 業

　地曳綱漁の操業はどんな種類のものでも基本的に同 じである。以下の説明はD村

でパーダイを使用する地曳網漁の場合である。

　漁場に着 くと,ま ず海流の方向を調べる。そして,魚 群が浜辺に近づくのを待ち,

近づくのを見つけたら網を積んだパーダイを出す。 ときには夕刻まで待つこともある

が,通 常は8時 頃に操業を開始する。船を出して少ししてから曳綱の片端をもった少

年が海に飛び込み,岸 辺に戻る。後にこの綱を労働者たちが少 しつつ曳きはじめるこ

とV'な る。船は岸に平行して海流の方向に少 し進んだ後,沖 に向かい,海 流の方向と

は逆に進んで魚群を取 り囲むように半円を描 く。そ して網を海面に降ろしていく。船

は一度岸辺に戻 り,も う一方の曳綱を岸辺に上げ,乗 船していた漕ぎ手や海に網を降

ろす人たちを2人 を除いて降ろす。浜辺に残 っていた労働者たちがさきに少年が運ん

で来たものと合わせて,2本 の網を曳きはじめる。かれらはココヤシの繊維からなる

細い綱で編んだバ ンド(pattiyal)で 網 と腰を固定 して網を曳 く(写 真1,2)。 労働

者たちは,腕 ではなく,腰 に力を入れて網を曳きながら,70メ ー トルほど後ずさりし,

また海辺に戻ってバ ソドを網にかけて曳きはじめるとい う動作を繰 り返す。船に残 っ

た2人 はすでに弧を描いている網をゆっくり伝っていって,ち ょうどターイマディ(袋

網)の 沈んでいるところに来ると,船 を網に固定する。そ して右と左の曳綱の長 さの

バランスが うまくとれているかを調べ,バ ランスが崩れた場合はどちらかを早 く曳く

ようにと両手で合図をするのである。か くして網は徐々に岸辺に近づき,右 綱と左綱

との間は狭められていく。岸に近づ くと,数 人の労働者たちが海に入 り,足 で袖網の

低部をおさえ,上 下に動か して網の目が開いた り閉 じた りさせる。 こうして魚を恐が

らせて,逃 げないようV'するのである。そして,魚 を袋網へと追いつめる。岸に近づ

くとこの袋網をすばやく取 り外 し,岸 辺に曳きず り上げる。大漁のときは水のなかで
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写真1地 曳網漁

写真2　 網を曳く労働者たち

袋網を何度も替えて魚を岸に移す。魚がなくなると地曳網すべてを浜辺に上げて乾か

す。また網目にひっかかっている小魚を取 り除いて集める。

　魚は トラクターやジープで網元の所有する作業小屋(vafi)に 集められる。ここで

は女たちが中心となって出荷のために魚と氷 とを交互に重ねて箱詰め作業をした り,

干 し魚のための加工をする(写 真3)。 箱詰めが終ると,ト ラックに積み込む。 コロ
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　　　　　　　　　　　 写真3　 作業場で魚を加工する女たち

シボへの出荷は早朝の市場に間に合うように,夜 におこなわれる。

　 D村 周辺で大型のパーダイでの地曳網漁の場合,1日1回,操 業には3,4時 間を

要する。これにたいし,キ ャンプでは,地 曳網の規模 も小さいことから操業時間も短

い。 また作業場が漁場に隣接 しているため,1日 に3,5回 操業を繰 り返す ことがで

きる。D村 での操業時間は午前中が多いが,魚 群の有無によるため,と きには夜Y'

おこなわれることもある。一般には地曳網漁は通常昼までに終るため,労 働者の多く

は帰宅 して昼食をとる。午後は昼寝をした りして休息し,必 要ならば破損 した網を修

理する。漁場が村から遠い場合は,漁場で昼食をとり,3時 頃に迎えに来る トラクター

に乗 って帰る。夕刻になるとその日の稼ぎを受取 り,村 の居酒屋で酒を飲む。稼 ぎが

よければ密造酒を飲み,ま た村に数件あるビデオ小屋でインド 映画を楽 しむかもしれ

ない。金曜日はヒソドゥー教徒の祝 日で漁をしない。その 日は食事も菜食に限 られる。

　4)漁 場

　地曳網漁に適している海岸は,海 底に網を傷つける石や珊瑚などのない砂浜海岸で

ある。コロンボから海岸線 と平行に北上する岩の多い海底は,幸 いD村 の南約15キ

ロあた りで沖へ方向を変えているためD村 およびその北部の浜辺は地曳網漁には最

適の場所 となっている。

　 D村 周辺には南北12キ ロにわたって29の 地曳網漁場(patu)が ある。一つの漁場
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の幅はおよそ300メ ー トルである。これ らはすべて漁業省の管轄にあ り,D村 の網元

たちに毎年貸し出されるのである。1979年 までは29の漁場を使用する網元は固定され

ておらず,輪 番制で毎 日南から北へと漁場を替えていた。しかし,現 在はひとっの漁

場を特定の網元のみが使用できることになっている。新規で参画するためには漁業省

への村役人の推薦状だけではな く,村 の ヒソドゥー寺院委員会に も7,000ル ピー

(1982年 当時1ル ピー10円)を 寄付しなけれぽならない。D村 の中心部約1.5キ ロの

海岸は筏漁やボー ト漁に使用されるために,地 曳網をすることはできない。しかし,

D村 とA村 周辺の村hに 地曳網をおこな う漁師がいないので,そ この浜辺を漁場 と

して使用することができるのである。なお29の漁場に加えて,D村 の南に位置する

M村 での操業許可を個人的に得た網元がいるため,D村 出身の網元が使用できる漁

場は全部で30あ る。

　 したがって,D村 には全部で30組 のパーダイによる地曳網があることになる。 し

かし,筆 者の滞在中に操業 していたのは27組であった。ここで言う組とはタミル語で

網(valai)を 意味 し,原 則として1隻(ま たは複数)の 船と異なる種類の複数の網,

労働者たち,そ して1つ の漁場を1単 位とするものである。1つ の漁場には特定の組

がついていると言い換えた方が分か りやすいかもしれない。網元のなかにはこうした

組を複数もつ者もいれぽ,反 対に1つ の組を複数の網元が共有している場合もある。

漁場はこれ以上増やす ことはできないので,新 規で参加するとい うのは経営不振とな

った組をまとめて買い取るとい うことを意味する。労働者からみればそれは網元が替

わるということである。

　たとえぽ,4つ の漁場の許可を有し,4つ の組をもつ網元が1人 いる。かれは広大

なココヤシ園を所有する村一番の金持ちだが,調 査時にはすでに20キ ロほど南に位置

するチロウに移 り住んでいたため,一 種の不在地主のような存在であった。また2つ

の漁場をもつ者が5人 いた。これにたいし,ひ とつしか漁場をもたないのが16人 であ

る。

　村の外のキャンプ地を除いて正式な漁場というのはカットゥマラムには存在しない。

D村 には16組 のカッ トゥマラムが操業する。D村 での操業が可能な時期には,カ ッ

トゥマラムによる地曳網漁の操業はつねにパーダイの地曳網漁が終了してからと決ま

っている。そして,前 者が大漁の場合には,借 りた漁場の借 り主(網 元)に 漁獲の一

部を献上する。この規則さえ守れぽ,カ ットゥマラムは原則 としてどこででも操業可

能なはずだが,実 際には漁期の間中同 じ漁場で漁をする。キャンプ ではかれら自身の

漁場が必要となる。
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写真4　 東北海岸のキャンプ

　なお東海岸での漁場もまた認可制である。場所にもよるが,キ ャンプの多くは人里

離れた海岸にある。1983年 当時39組 のヴァッラムが操業 していた。D村 の漁場は数

に限 りがあるために誰かがやめない限 り新たに参入することはで きないが,漁 場が余

っているキャンプ 地での操業は比較的にやさしい。このため新 しく船と網を手に入れ

るのに十分な財力を蓄えた村人は,まずキャンプ で漁場を借 り受けて操業をは じめる。

キャンプには,労 働者が寝泊 まりする屋根だけの大きな小屋,台 所,網 元やその家族

の泊 まる部屋,作 業小屋などが建てられている(写 真4)。 そこで半年近 く共同生活

をする。東海岸での操業は,2月 からは じまる場合もあれば,そ れ より後のこともあ

り,操 業開始 日は網元によって異なる。キャンプでの3度 の食事は無料,た まにこづ

かい銭を受け取る。人里はなれたキャンプでの生活は厳しく,楽 しみと言えば,休 日

にムッライッティーヴーやジャフナに出かけ映画をみることである。また7月 と8月

の2回,数 日間だが祭 りに参加するために村に戻って くる。必要な網やヴァッラムな

どは漁業期が終了 しても,見 張 りを残してキャンプ に保管 してお く。マソナックラム

・キャンプの網元たちはやは りヴァッラムを使用して9月 から2月 頃まで操業する。

キャンプはD村 出身の網元だけでまとまっているとい うのではない。網元はD村 よ

りも南に位置するネゴンボ出身者か北部のジャフナ出身者が多い。
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　 5)網 元

　地曳網 の所 有者た る網元はサ ンマ ーテ ィ(ca〃1〃zatti)と よばれ る。そ の原意 は舵

取 りであるが,現 在 ではむ しろ規模の大 きい魚商人(〃zinmutalali)で,実 際 の漁の

指揮は舵取 りに任 され ている。D村 で操業す る網元は,魚 の種類 に よって替 え る数

ケ統 の網,パ ーダイ,漁 場 の使用権利 をもち,ま た 自分 の網 でとらえた魚を市場に売

る販売権 を もつ。労働者たちは網元 と契約を結 んで,か れの漁場で働 く。契約の種類,

契 約の有無 に よって労働者 はい くつかに分かれ るが,こ れ につ いては後 に詳 しく述べ

ることに したい。

　 D村 の網元たちは どんな ところで操業す る許可 を もつかに よって大 き く4つ に分

かれ る。それ らは,(1)D村 の(出 身 とい う意味ではな く,D村 で操業す るとい う

意味)網 元,(2)東 海 岸(akkarai,文 字 通 りの意味はあ ち らの岸)の 網元,(3)

マ ン ナ ッ ク ラ ム ・キャンプ の 網 元,(4)カ ッ ト ゥマ ラ ムの 網 元(poravalai

CQ〃zmatti,　poravalaiは カ ッ トゥマ ラムで使 用す る網 の名前)で あ る。　D村 の網元

は10月 か ら4月 までパー ダイを使 用 してD村 周辺 で操業す る。 東海岸の網元は ヴァ

ッラムを使用 して4月 か ら(早 けれぽ2月 か ら)10月 まで ム ッライ ッテ ィーヴー周辺

で操業す る。

　 以上 の網元の タイ プは どれ も排他的 なものではない。時期が重 なっても2つ 以上 の

網 を別の ところで操業す る とい うことは不可能 ではない。D村 の網元 が同時 にマ ソ

ナ ックラムでカ ッ トゥマラムの網元 として活動 す ることが で きる。 しか し,実 際 に

D村 の網元 でマ ソナ ックラムに漁場 を もつ者は1人 もいない。 これ にたい し,D村

の網元 のなかには東海岸 で操業す る者 も半数近 く存在す る。 さらに東海岸 の網元で,

D村 の網元でない者のなかにはマ ソナ ックラムで操業す る者 もいる。西海岸 にせ よ,

東 海岸 にせ よどちらか1つ の漁場で しか操業 しない者は,1年 の半年近 くを近親者 の

網元の手伝 いな どを して過 ごす ことになる。

　 歴史的 にみ ると,1903年 の記録 では13の パ ーダイがD村 の漁場 で操業 していた。

1955年 に はパー ダイの数は19と な り,1965年 には25と な って,60年 の 間にほぼ2倍 に

増えた。1980年 には さらに増 えて30と な ったのである。繰 り返すが,パ ーダイの数 は

か ならず しも網元 の数を意味す るのではない。1隻 のパ ーダィを複数の人間が所有す

る場合 もあれば,反 対に1人 の網元が複数のパーダイを所有 して複数の漁場で操業 し

ているか も しれないか らであ る。

　 これ にたい し,最 初 の東海岸 の網元が生 まれ たのは1959年 で あ った。かれはD村

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 く
のイスラーム教徒で,そ れ以前から東海岸で操業するジャフナ出身の網元のところで
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働いていた。徐hに 他の村人たちも東海岸に漁場を獲得していった。とくに1970年 代

の後半に増えている。現在では東海岸の網元たちの数はD村 の網元たちの数を凌い

でいる。D村 出身者の網元によるマンナックラムでの操業は1955年 のことで,東 海

岸 よりもやや早い。

　地曳網漁はかならずしも安定 した経済活動ではない。 とくにD村 で操業する網元

たちはた しかに村の有力者として一 目おかれているが,そ の経済状況はかならずしも

つねに好調とは言えない。なによりも土地のような確固たる経済的基盤が欠如 してい

ることが最大の理由である。「伝統的な」網元として村の政治世界に力をもっている

者 もいるが,何 代にもわたって網元の地位を継承 しているというケースはそれほど多

くない。事実現在D村 の網元のなかでもっとも勢力をもっている5人 の網元たちは,

自分の力で富を築いた男たちぽか りである。かれらは他の網元のもとで帳簿係として

経営のノウハウを学んだ り,魚 商人を して独立 した。網元は教育を受けたエ リー トで

なくとも可能な仕事である。ある村人の表現を使えば,地 曳網で成功するためには 「契

約書のサイソのために自分の名前 さえ書ければよい。ただし(ご まかすために)計 算

が早 くなけれぽならない」とい うことになる。　　　　　 、

　 D村 の漁場で操業する網元たちのなかにはキャンプ に漁場をもつ者もいるが,そ

こではヴァッラムによる地曳網漁をする。そして働 く労働者 も異なる。後述するよう

に,網 元 との契約はキャンプ と村 とでは相互に独立 しているのである。

　6)労 働者

　 D村 の網元のもとで働 く労働者は大きく2つ に分かれ る。ひとつは網元に負債の

ある契約労働者(tonikkaran)で,も うひとつは負債のない労働者(iluppukkaran)

である。前者の労働者は約1年 分の収入(成 人男性で5,000ル ピーから7,000ル ピー)

を前金 として借 りて,特 定の網元のもとで毎年10月15日 から4月15日 まで働 く契約を

結ぶ。ひとつのパーダイには35人の負債のある労働者が働 くというのが理想である。

別の網元の所で働 くためにはこの前金を返さなけれぽならない。 この前金には利子が

つかないし,死 ねぽ借金は帳消しとなるため,む しろ老いて働くことができなくなる

まで働 くとい うことを条件とする契約金と考えた方が妥当であろう。さらにD村 で

は慢性的な労働者不足が存在 し,労 働者が別の網元のところに移るというのは困難な

ことではない。かれは新 しい網元から受け取った前金の一部を前の網元への負債の返

金に当てるのである。働き盛 りを少々過ぎても前金は受け取るたびに高 くなっている。

このため返済 も困難ではない。むしろまとまったお金が必要なとき　　たとえば,妹
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や娘の結婚,家 の修理など　　,網 元を変えるということがしばしぽ生 じている6)0

　 110人からの聞きとりによると,負 債のある労働者が1人 の網元のもとで働 く期間

は平均5.3年(総 数186事 例)で ある。 しか しなかには10年 以上も同じ網元のところで

働いている場合もあ り,両 者の間に労使関係を越えた間柄が生まれることもある。負

債のある労働者本人やその家族の一員が結婚した り,不 幸が生じた りすると,網 元は

少額にせよ祝儀を期待される。反対に網元が死んだ場合など,お いおいと泣き叫ぶ労

働者もいる。網元と労働者の間になんらかの親族関係が存在することもあるが,親 族

の者は最初だけよく働いて協力的だが,こ ちらがある程度成功すると恩着せがましく

な り使いに くくなるというのがよく網元たちがこぼす愚痴である。

　あとでもう少 し詳 しく述べるが,負 債のある労働煮たちと網元 との分配比は2対1

である。 しか し,負 債のある労働者たちは自分の分け前をすべて網元に売らなけれぽ

ならない。

　負債のない労働者は,前 金を受け取 らずに半年間の漁期ごとに特定の網元のもとで

働 く。一般Yrか れらは数人からなるグループを形成して,網 元のもとで働 く。この集

団は一般に親族関係に基づいて形成 される。かれらの数も多いところでは20人以上に

なる。このため,な かには負債のある契約労働者と負債のない労働者合わせて50人 か

ら60人近 くが一緒に働 く場合も生 じてくる7も負債のない労働者たちは,人 数や漁獲

量に応 じて網元から魚を受け取 り,こ れを自分たちで販売する。前金を受け取らない

代わ りに販売権を保持 しているのである。またかれらにはある種のス トライキ権のよ

うなものがあ り,魚 の取 り分が不当に少ないと感 じると,仕 事を無断で休んだ り,別

の網元のところで働 くということもある。網元にとって,負 債のない労働者は負債の

ある労働者に くらべると信頼のできない労働者とい うことになる。またかれらの多 く

が2月 頃から東海岸で賃金労働者として働 くため,負債のない労働者に頼 り過 ぎると,

とくに問題が生 じな くとも,2月 以後急な労働者不足に見舞われる。 したがって,負

債のある労働者を数多く維持することが操業の安定をより確かなものとする。なに よ

りも販売する魚の量が増える。だが,資 金の少ない網元にとって,多 くの負債のある

6)　 110人 の労働者にたいして組を変えた理由を聞いたところ,186の 事例を得ることができた

　が,そ のうちの半数を占める90が まとまったお金を必要としたからだと答えている。ちなみ

　V'第2番 目に多い理由は網元 との トラブルである。
7)原 則として網元が負債のない労働者を拒否するとい うことはない。しかし,そ れによって,

　労働老の数が1人 の網元に極端に集中するということもない。労働者の数が少ないと操業に

　悪い影響が生 しるという議論は以下の事実か ら明らかである。すなわち,筆 者の観察による

　と,1982年 に操業 していた27組 の平均の労働者の数は負債の無いものを含めて38.8人 で,操

　業日数は83.2日 であった。操業 日数が平均より少ないのは,14組 あ ったがこのうち労働者の

　数が平均をうわまっていたのは2組 に過ぎない。
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労働者を維持するのは困難である。とい うのも,負 債のある労働者を獲得するために

は多額の前金を必要とする。 この前金は,初 めて操業をする年を除き,通 常 コロンボ

の仲介者から金を借 りて支払われるが,そ の負債には利子がつき,網 元が死んだから

といって帳消しにはならない。へたをするとコロソボの仲介人からの借金のみが残る

ことになる。そ して,こ うしたことはけっして例外的なことではないのである。つま

り,網 一組を手に入れるとい うことはコロソボの仲介人との借金関係をそっくり引き

受けるとい うことを意味するといってもよい。これにたいし労働者への前金には利子

もつかなけれぽ,死 んだ り年をとると返済も期待できるものではない。

　さらに留意 しなけばならないのは,不 漁の際に負債のある労働者に支払 う信用貸付

金,一一種の生活保証金である。負債のない労働者 と異な り,負 債のある労働者にはた

とえ不漁であっても毎日いくらかの収入を保証 しなければならない。つまり,労 働者

の分け前は漁獲量に左右されるが,少 なくとも操業期間は生活に困るということはな

いのである。この保証金はあらたな負債 として,大 漁のときや網元を変えるときなど,

労働者があとでなんらかの形で支払わねぽならないものだが,死 んだ り年をとった り

すれぽ前金と同じく支払 う必要はない。とはいえ,最 低限の生活 しか保証 されないこ

うした負債関係を嫌悪する労働者も少なくない。 とい うのも,保 証金が加わると前金

からは じまる負債額が複雑となって,網 元の側は負債総額をごまか しやすくなるから

だ。かれらはここから地曳網漁の労働をカダソ・トリル(katan　 tolil),「借金仕事」

とよぶ。だが,不 漁が続き,保 証金がかさむ と,網 元は契約期間を待たずして操業の

停止に追いやられる8)0操業が停止すると,労 働者に保証金を払 う必要はない。負債

のある労働者は負債のない労働者となって他の網元のところで働きはじめた り,ラ

グーン漁に参加する。すでに東海岸での操業がは じまっていれば,臨 時収入を求めて

そちらに移動する(こ の点については後述する)。

　 D村 の網元のもとで働 く労働者は以上のような2つ の種類の労働者に大きく分か

れるが,少 数ながらこれらどちらにも属さないような労働者がいる。かれらはときど

き地曳網漁に参加するだけで,契 約と言えるような関係を網元と結ばない。かれらは

年老いた者か,学 生や浪人,エ ビ漁など他に本業をもつ漁師たちである。

　さて,東 海岸やマソナ ックラムのキャンプ で働 く労働者はほぼ例外なく月ぎめの賃

金労働者である。東海岸の網元のところで働 く労働者の場合,毎 年1月 に特定の網元

のもとで働 く契約をおこなう。およそ3ケ 月分の賃金(1,000ル ピーから2,000ル ピー)

が支払われ,残 りは契約期間が終った11月 に支払われる。東海岸で働 く網元は毎年替

8)　 1ケ月で操業停止になったのは3組 であった。
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わることもあれぽ,同 じ人の場合もある。網元がD村 と東海岸の両方で操業す るな

ら,結 果 として1人 の網元のところで1年 中働 くとい うこともあるかもしれない。し

かし,原 則は毎年更新であ り,労 働者が同じ網元 と毎年契約しなければならないよう

な義務は存在 しない。かれは条件がよけれぽD村 出身でない網元のところで働 くか

もしれない。

　労働者は早けれぽ2月,お そ くとも4月 にはキャンプ で働きは じめる。その数は

433人 である9)。D村 の網元 との契約期間は10月15日 から4月15日 までのため,2月

にD村 を離れるのは負債のない労働者か,な んらかの事情で操業を契約期間半ぽで

休止 した網元の負債のある労働者である。負債のない労働者の場合は原則としていつ

でもD村 を離れ ることができるため,東 海岸での労働期間も2月 から10月まで同 じ

網元のもとで働 くという契約を事前に交わすことができる。 しか し,負 債のある労働

者の場合はD村 での契約期間は4月15日 まであるため,1月 の東海岸の網元との契

約では4月16日 から10月14日 までとい う契約を結ぶことになる。4月 以前に東海岸に

渡る場合は,一 時的な形で特定の網元のもとで働 くということにな り(こ の労働期間

を最初の月talamaconと いう),4月16日 になると,1月 に前金を受け取 った網元の

ところに移ることになる。もちろん,こ の網元が2月 ごろから操業を開始していたと

すれば,最 初からそこで働きは じめることも可能だ。

　キャンプ での仕事は実質的には厳しいが,金 を浪費す る機会もなく,ま た月ぎめの

賃金は明瞭である。平均600ル ピーは,次 節で述べるD村 での労働者の収入とくらべ

るとかなりよい。多額の前金を支払 う必要がないのでD村 出身ではない人(た とえ

ば丘陵地に住む紅茶園のタミル人)を 労働者 として雇 うことも困難ではない。その結

果労働力不足の問題は解消されることになる。このため網元も労働者も賃金システム

を好む傾向がある。これにたい し,D村 での前金 と配当制は網元にとって不合理 と

感 じられていると同時に,労働者には負債額がごまかされているとい う不信感がある。

　7).分 配 の仕組み

　つぎにパーダイの操業 の際に生 じる分配について整理 してお こう。

　た とえぽ,1日 の操業 で1,800キ ロの魚が とれた とす る。 ここか らr負 債 のない労

働者,作 業場 で魚の仕分けを した り干 し魚を作 る女性たちの取 り分,負 債 のあ る労働

者 の食事分 が引かれ る。 その結果1,200キ ロが残 った と しよ う。 これが網元 と負債の

あ る労働者 の取 り分 とな る。網元は3分 の1の400キ ロ,労 働者は3分 の2の800キ ロ

9)1983年¥Y1...は負債のある労働者330人,負 債のない労働者190人 の うち,そ れぞれ303人,130

　 人が東海岸へ地曳網漁の賃金労働者として働きにいった。
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を受け取る。これはすべて網元が買付け,コ ロソボの鮮魚市場へ と売 りに出された り,

干 し魚にして売られる。ここでは網元の買値をキロ当た り2ル ピーとしよう。労働者

は1,600(800×2)ル ピーを得るのである。網元はコロンボでキロ4ル ピーで魚を売る

ことができた。売上総額は4,800ル ピー(1,200×4)と なる。ここから労働者の取 り

分1,600ル ピーが差 し引かれた3,200ル ピーが網元の実質的な取 り分である。 さらに網

元はコロンボの市場を仕切る仲介人への売上額の10パ ーセソ トに当たる手数料,氷 代,

魚を運搬するトラックの運転手への金を払わなけれぽならない。 こうした必要経費を

差 し引いても網元の手元にはかな りの額の金が残る。労働者の方は1,600ル ピーをさ

らに20人から30人で分けなけれぽならない。またパーダイに乗 る舵取 りや漕ぎ手は他

の労働者より配当額が大きい。 コロソボの卸売場での魚の値は毎 日変化するが,下 落

したときは,労 働者からの買値を下げれば済むことである。労働者たちの収入と網元

の収入を くらべると,前 者は後者の約10分 の1で あるio)0また,同 じ組で働 く負債の

ある労働者 と負債のない労働者 との1週 間の収入を比較すると,前 者が192ル ピーで

あるのにたいし,後 者は340ル ピーとかな りの差が認められる。なお前者の収入には

不漁の際の信用貸 しによる生活保証金も含まれている。

　このように,地 曳網漁は,慢 性的な労働者不足や賃金労働に基づ くキャンプ での操

業の拡張などから,け っして安定 した経済活動とは言えない。 しか し,な お網元 と労

働者との格差は大きい。ほかの漁法とくらべた場合からも同じことが言える。以下,

簡単に筏漁,ボ ー ト漁,エ ビ漁,ラ グーン漁について述べておく。

　 (2)そ の他 の漁法

　 1)筏 漁

　筏 漁 は約60名 の漁 民 カ ース トの成 員が従事 してい る漁法 であ る。 こ こで言 う筏

(teppa〃z)は3.5メ ー トルほ どの長 さで,4つ の丸太を組み合わせた ものであ る(写

真5)。 主 として ナイ ロン製の刺 し網を使用す るが,針 を使 うこともあ る。移動には

擢か帆を使 う。通常 は,1人 乗 りであるが,南 西 モ ソスーンが吹いて海 が荒れ ると2

人 で漁をす る(写 真6)。 大 漁の場合は干 し魚に加工す るが,通 常は鮮魚を村の競市

で売 る。 魚を網か らはず して競市に運ぶのは女性の仕事 である。南西モ ンスー ンの季

節には,東 海岸に移動す る筏漁師 もいる。筏漁やつ ぎに述べ るボー ト漁 の操業 には時

間的な規制があ る。 とい うの も1971年 に筏漁師 と網元 との間で対立が生 じ,解 決策 と

して操業時間をず らす こ とが決め られたのであ る。 この結果10月 半ばか ら4月 半ば ま

10)　 4組 の網元と,か れらの下で働 く負債のある労働者 との収入(保 証金を含む)2ケ 月間を

　 くらべると,前 者が1日 平均165.5ル ピー,後 者が18.1ル ピーである。

66



田中　 漁業儀礼考

写真5浜 辺 の筏

　　　　　　　　　　　　　　 写真6　 筏　　　漁

での間,筏 漁師は早朝4時 頃から操業を開始 し7時 には浜辺に戻る。そ して地曳網漁

は7時 半以後にのみ操業ができることに決められた。

　2)ボ ー ト漁

　これはカットゥマラムとともにD村 でみられる機械化された漁業の一形態である。
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